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５月から雇用保険の手続きでマイ

ナンバーの取扱いが変わります！  

 

◆マイナンバーの取扱い  

平成 28 年 1 月より利用が開始された

マイナンバーですが、平成 30 年 3 月 5

日から、事業所における社会保険手続に

おいて記載が求められるようになりまし

た。また、これまでマイナンバーの記載

がなくても受理されていた雇用保険関係

については、マイナンバーが必要な届出

に記載・添付がない場合は、ハローワー

クより返戻され再提出を求められますの

で注意が必要です。  

◆すでにハローワークにマイナンバーを

届け出ている場合  

個人番号記載欄がある届出（上記 (1)

～ (5)）については、届出の都度マイナン

バーを記載することになっていますが、

すでに他の届出等の際にマイナンバーを

届け出ている場合には、各届出等の欄外

に「マイナンバー届出済」と記載して、

個人番号の記載を省略することが可能で

す。個人番号記載欄のない届出（上記 (6)

～ (9)）については、「マイナンバー届出

済」の記載は不要ですが、未届けの場合

は届出書類が返戻されてしまうので、個

人番号登録・変更届を添付して提出しま

す。  

◆個人番号登録・変更届により別途の登

録を行う場合  

事前に個人番号登録・変更届によりマ

イナンバーの登録を行うことが可能です。 

ただし、新規に被保険者資格を取得す

る従業員については被保険者番号が振り

出されていないため、資格取得届の提出

に先立って個人番号登録・変更届による

届出を行うことができません。このよう

な場合等、個人番号登録・変更届の提出

が各種届出よりも後になる事情がある場

合には、ハローワークに相談してくださ

い。  

 

「ジョブ・リターン制度」を機能さ

せるための留意点  

 

◆「ジョブ・リターン制度」とは？  

いったん自社を退職した従業員を再雇

用する制度（名称は「ジョブ・リターン

制度」「カムバック制度」等さまざま）を

導入する企業が増えています。平成 23

年度雇用機会均等法基本調査によれば、

こうした制度がある事業所の割合は

53.1％です。  

また、エン・ジャパンの「出戻り社員

実態調査 2016」では、220 社中 67％

が「再雇用した経験がある」、7 割超が「条

件が整えば再雇用したい」と回答してい

ます。  

人手不足対策として、こうした制度の

導入・活用は企業にとって有効と思われ

ますが、実際に退職者に利用してもらう

ためには、どのような取組みが必要なの

でしょうか？  

◆人材確保のための導入企業の取組み①

－退職理由を限定し過ぎない  
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2000 年代前半に導入が広がった当時

は、結婚や出産・育児が理由の退職者を

主なターゲットとしていました。  

しかし、近年は退職者を広く受け入れ

るため、「介護」や「配偶者の転勤」、「転

職」、「留学」といった理由での退職者も

対象に含めたり、理由を問わず対象に含

めたりするところが増えています。  

◆人材確保のための導入企業の取組み②

－積極的に制度周知を行う  

制度を利用してもらうためには、制度

の存在が知られていることが不可欠です。 

そのため、導入企業では退職時に制度

説明を行うとともに、リストに登録する

かどうかを確認しておき、募集時にはリ

ストに登録された退職者から優先的に選

考したり、退職者に定期的に郵送で再就

職を呼びかけたりしているところがあり

ます。専用サイトを設けているところも

あります。  

◆人材確保のための導入企業の取組み③

－再雇用時に細かなフォローをする  

復帰に意欲的な退職者であっても、ブ

ランクに対する不安があったり、事情の

変更により在職時と同じ働き方での復帰

は難しいなどの事情を抱えていたりする

ことから、導入企業によっては研修期間

を設けたりしています。  

 

正社員の手当引き下げで非正規と

の格差是正へ～日本郵政  

 

◆「同一労働同一賃金」実現へ正社員の

手当引き下げ  

日本郵政グループが、正社員のうち約

5,000 人の住居手当を今年 10 月に廃止

するということです。この手当はこれま

で正社員にだけ支給されていて、非正社

員との待遇格差は縮ま

ることになりますが、

「同一労働同一賃金」

を目指す動きは広がり

つつあるなか、正社員

の待遇を下げて格差の是正を図るのは異

例です。  

◆経過措置の設定で組合側も受け入れ  

日本郵政グループは、日本郵政、日本

郵便、ゆうちょ銀行、かんぽ生命保険の

４社からなり、廃止対象は、原則として

転居を伴う転勤のない条件の正社員（約

２万人）のうち、住居手当を受け取って

いる約 5,000 人。１人あたりでは、年

間最大 32 万 4,000 円の減収になりま

す。  

きっかけは、日本郵政グループ労働組合

が今春闘での要求で、正社員だけに認め

られている扶養手当や住居手当など五つ

の手当を非正社員にも支給するよう求め

たことです。  

これに対し、会社側は組合側の考え方

に理解を示して「年始勤務手当」につい

ては非正社員への支給を認める一方で、

逆に一部の正社員を対象に住居手当の廃

止を提案しました。組合側は、当初は反

対しましたが、廃止後も 10 年間は一部

を支給する経過措置を設けることで折り

合いました。  

◆手当の廃止は正社員に不満も  

同一労働同一賃金に関する厚生労働省

のガイドライン案では、正社員にだけ支

給されるケースも多い通勤手当や食事手

当といった各種手当の待遇差は認めない

としており、政府は非正社員の待遇が、

正社員の待遇に引き上げられることを想

定していました。  

同一労働同一賃金の実現を、正社員の

待遇を引き下げることによって実現しよ

うという動きは、正規と非正規社員の間

にあつれきを生む懸念もありますが、今

回の日本郵政グループの判断を民間の単

一労組では国内最大の組合側が受け入れ

たことで、こうした動きは他企業にも広

がるかもしれません。  

【同一労働同一賃金ガイドライン案】  

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunits

uite/bunya/0000190591.html 


